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（１）障害者虐待とは

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律（平成24年10月１日施行）
⇒我が国４番目の虐待防止法

（目的）
第１条 この法律は、・・・（中略）・・・障害者に対
する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他
の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待
を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措
置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する
養護者による障害者虐待の防止に資する支援のための措
置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に
対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権
利権益の擁護に資することを目的とする。



（１）障害者虐待とは

行為の主体による分類

定義 行為の主体

養護者による障害者虐待
家族や親族
同居人等

障害者施設従事者等
による障害者虐待

障害者総合支援法に規定する「障害者福祉施
設」または「障害者福祉サービス事業等」に係
る業務に従事する者

使用者による障害者虐待
障害者を雇用する事業主または事業の経営担当
者その他その事業等の労働者に関する事項につ
いて事業主のために行為をする者



（１）障害者虐待とは

行為の種類による分類

区分 内容

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある
暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束する
こと
（具体例）平手打ち、つねる、無理矢理口に物を詰め込む、
身体拘束 等

性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又はさせること
（具体例）本人の前でわいせつな言葉を発する又は会話す
る、わいせつな映像を見せる 等

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応その他
の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
（具体例）怒鳴る、ののしる、意図的に無視する、子ども
扱いする、「～しないと○○なし」 等



（１）障害者虐待とは

行為の種類による分類

区分 内容

放棄・放任
（ネグレクト）

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の
放置
（具体例）汚れた服を着させ続ける、髪や爪が伸び
放題、室内の掃除をしない、必要な福祉サービスを
受けさせない・制限する、同居人による身体的虐
待・性的虐待・心理的虐待を放置する 等

経済的虐待

障害者から不当に財産上の利益を得ること
（具体例）年金や賃金を渡さない、本人の同意なし
に年金等を管理して渡さない 等



（１）障害者虐待とは

虐待判断のポイント

◼虐待しているという「自覚」は問わない

◼障害者ご本人の「自覚」は問わない

◼親やご家族の意向が障害者ご本人のニー
ズと異なる場合がある

◼虐待の判断はチームで行う

虐待かどうかの判断が難しい場合は、
虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応



（１）障害者虐待とは

身体拘束とは

緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等
は行ってはならない。

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用児者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由その
他必要な事項を記録しなければならない。



（１）障害者虐待とは

身体拘束とは

緊急やむを得ない場合とは・・・

◼切迫性…利用者本人又は他の利用者等の

生命、身体、権利が危険にさら

される可能性が著しく高い。

◼非代替性…身体拘束その他の行動制限を

行う以外に代替する方法がない。

◼一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的

である。



（１）障害者虐待とは

行政への相談、報告

◼市町村の障害者虐待防止センター等への
相談

⇒事業所内だけで抱え込まない

◼支援困難な事例に取組んでいる実態把握

⇒行政として必要な情報

◼行動改善の取組み状況の共有

⇒組織的な行動改善に向けた取組み進捗



（２）『虐待防止措置未実施減算』



（２）『虐待防止措置未実施減算』

虐待防止措置未実施減算【令和６年度新設】
※児者共通

■運営基準で求められる虐待の防止ための取組が適

切に行われていない場合に基本報酬を１％減算

■基準をみたしていない状況が確認された場合には

県に対して、速やかに改善計画を提出し、３か月

後に改善計画に基づく改善状況の報告を行う



◼ 次の基準を満たしていない場合に、所定単位の１％を減算

・虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ること

・従業者に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること

・上記措置を適切に実施するための担当者を置

くこと

（２）『虐待防止措置未実施減算』



（２）『虐待防止措置未実施減算』

■虐待防止委員会

・法人単位での開催可

・身体拘束適正化検討委員会と一体的に設

置・運営すること可

・テレビ電話装置等を活用しての実施可



（２）『虐待防止措置未実施減算』

◼虐待防止委員会の役割について

虐待が起こりやすい
職場環境の確認をし

ましょう！

職員から報告があった
虐待（不適切な対応）
を分析をしよう！

虐待の分析をしたら、再
発防止策を考えなきゃ！

職員から報告を受けるため
の様式も整備しないと！

虐待の発生原因もしっか
りと確認しようよ！

虐待防止委員会での検討結果は従業員に周知徹底！



（２）『虐待防止措置未実施減算』

■虐待防止措置のための担当者

・各サービス事業所のサービス管理責任者や

ユニットリーダー等、各事業所や現場で虐

待防止のリーダーとなる職員を担当者とし

て配置

・複数の事業所がある法人は担当者間で虐待へ

の認識の相違が起きないよう、相互確認を行

う等、基準を統一することがポイント



（３）虐待を防止するための取組



（３）虐待を防止するための取組

■管理者による現場の把握

・管理者が現場に直接足を運び支援場面の

様子をよく見たり、雰囲気を感じること

・発言などから不適切な対応が行われてい

ないか日常的に把握する

・頻繁に巡回する、職員面談等、管理体制

に留意する



（３）虐待を防止するための取組

■性的虐待防止の取組

・虐待場所が人目につきづらい、被害者が

知られたくないという思いから潜在化し

やすいことを念頭に

・2人きりになる場面や死角になる場所を極

力作らない

・業務中のスマートフォン等の携行禁止

・利用者に対する虐待への理解啓発研修



（３）虐待を防止するための取組

■経済的虐待防止の取組

・出金時、出金内容と出金額、日時等を記載

した出金記録を提出

・精算時、使用した内容等と領収書等を照合、

金額確認を行い、記録として保管、提出

・現金出納帳と金額の確認

・提出先等を利害関係の少ない総務等にする

ことも有効



（３）虐待を防止するための取組

■風通しのよい職場づくり

・職場内に「話してもよい」安心感を生むこ

と

・人は感情で動く、信頼、信用がないところ

に会話はない

・特に上司の聞く姿勢、その後のアクション

によって、「話しにくい」「話す意味がな

い」が決まる

・業務上必要な情報共有の場所や更新ルール等

は共通認識があるか



（４）参 考



養護者による障害者虐待

〔市町村の責務〕相談等、居室確保、連携確保

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

〔設置者等の責務〕虐待防止のための措置の実施

使用者による障害者虐待

〔事業主の責務〕虐待防止等のための措置の実施

通報 ①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

市町村

市
町
村

虐
待
発
見

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報 報告

都道府県

都
道
府
県

市
町
村

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報

通知

報告

労働局

（４）参考①障害者虐待防止等のスキーム

虐
待
発
見

虐
待
発
見



養護者による障害者虐待

〔市町村の責務〕相談等、居室確保、連携確保

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

〔設置者等の責務〕虐待防止のための措置の実施

使用者による障害者虐待

〔事業主の責務〕虐待防止等のための措置の実施

通報 ①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

市町村

市
町
村

虐
待
発
見

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報 報告

都道府県

都
道
府
県

市
町
村

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報

通知

報告

労働局

（４）参考①障害者虐待防止等のスキーム

虐
待
発
見

虐
待
発
見

通報を理由とした解雇、
その他不利益な取扱いを

受けない



市町村障害者虐待防止センター

通
報
義
務

相談 相談

通
報
義
務

通
報
義
務

Ａ事業所
虐待を受けたと
思われる障害者
を発見した人

サービス管理
責任者

施設長
管理者

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、
速やかにこれを市町村に通報しなければならない。

②通報義務

（４）参考②通報義務



（４）参考③虐待行為と刑法

③虐待行為と刑法

虐待行為の分類 該当する刑法の例

身体的虐待
第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

性的虐待
第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、第
178条準強制わいせつ罪・準強制性交等罪

心理的虐待
第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損
罪、第231条侮辱罪

放棄・放任
（ネグレクト）

第218条保護責任者遺棄罪

経済的虐待
第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪



（４）参考

④神奈川県障害者権利擁護センター

   https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/kenriyougo.html

◼ 神奈川県障害者権利擁護センター (かながわ福祉サービス振興会)

◼ 【所在地】 〒231-0023 神奈川県横浜市山下町23 日土地山下町ビル８階

◼ 【電話番号】 045-662-9534

◼ 【FAX】 045-663-5080

◼ 【Eメール】 kenriyougo@kanafuku.jp

◼ 【相談時間】 9:00～17:00 (月～金)

◼ ※祝日、年末年始を除く

◼ 市町村の相談窓口一覧

◼ 障害者虐待を発見した場合や、虐待を受けている場合は、最寄りの『市町村障害者虐待防止セン
ター』までご連絡ください。

https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/kenriyougo.html


参考資料

① 市町村・都道府県における障害者虐待防止と対
応の手引き（令和６年７月厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推
進室）

② 障害者福祉施設等における障害者虐待防止と対
応の手引き（令和５年７月厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推
進室）

③ 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向け
た体制整備等の取組事例集（令和４年３月）
PwC コンサルティング合同会社）
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